
市 町 村 名
金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能
美市、野々市市、川北町、津幡町、内灘町、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町、
能登町

計 画 期 間 令和6年度～令和10年度

計 画 概 要

石川県では、長期的な人口減少や少子高齢化の進展に加え、令和6年能登半島地震以降、能登を中心に人口流出が加速しており、地域経済の縮小や地
域活動の担い手不足等が懸念されている。これらの課題解決や能登の創造的復興に向け、本県に人を呼び込み、関係人口を創出・拡大するため、二地域
居住の促進を図る。

特 定 居 住 拠 点 施 設 に 関 す る 事 項

No 拠点施設の区分 施設の内容 所在地 整備主体 備考

1

別紙のとおり

2

3

4

5

拠 点 施 設 関 連 基 盤 施 設 整 備 事 業 に 関 す る 事 項 ※社会資本整備総合交付金(広域連携事業)を活用する場合は、社会資本総合整備計画を提出すること。

社会資本総合整備計画（広域連携事業）の計画名： なし 計画期間：令和 年度～ 年度（ 年間）

拠点施設関連基盤施設整備事業と一体となってその効果を一層高めるために必要な事業又は事務に関する事項

そ の 他

・石川県創造的復興プラン

石川県広域的地域活性化基盤整備計画（二地域居住）
【石川県】



別紙 特定居住拠点施設に関する事項

No 拠点施設の区分 施設の内容 所在地 整備主体 備考

1-1 事務所 金沢未来のまち創造館 金沢市 金沢市

1-2 事務所 ITビジネスプラザ武蔵 金沢市 金沢市

1-3 事務所 コワーキングスクエア金沢香林坊 金沢市 株式会社絶対そうしよ

2-1 事務所 banco（コワーキングスペース） 七尾市 御祓川大学運営委員会

2-2 事務所
BANI HOUSE
（コワーキングスペース）

七尾市 株式会社番伊

3-1 事務所 Komatsu 九コワーキングエリア 小松市 株式会社ATOMica

3-2 交流促進施設 EATLAB（コワーキングカフェ） 小松市 シコウ株式会社

4-1 宿泊施設 ホテルルートイン輪島 輪島市
ルートインジャパン株

式会社

5-1 事務所 珠洲市民図書館 珠洲市 珠洲市

5-2 事務所 ラポルトすず 珠洲市 珠洲市

5-3 宿泊施設 滞在交流施設日置ハウス 珠洲市 日置ハウス運営委員会

5-4 事務所
奥能登すず宿泊体験施設木ノ浦ビ
レッジ（コワーキングスペース）

珠洲市
ザアグラリアンテーブ

ル合同会社

5-5 宿泊施設
奥能登すず宿泊体験施設木ノ浦ビ
レッジ

珠洲市
ザアグラリアンテーブ

ル合同会社

5-6 事務所
珠洲ビーチホテル
（コワーキングスペース）

珠洲市
珠洲鉢ヶ崎ホテル株式

会社

5-7 宿泊施設 珠洲ビーチホテル 珠洲市
珠洲鉢ヶ崎ホテル株式

会社

5-8 事務所
OKNO to Bridge
（コワーキングスペース）

珠洲市 合同会社CとH

6-1 宿泊施設 加賀市かりぐらしの家 加賀市 加賀市定住促進協議会

6-2 宿泊施設 加賀市温泉暮らしの家 加賀市 加賀市定住促進協議会

7-1 交流促進施設 LAKUNAはくい 羽咋市 羽咋市

7-2 事務所 コワーキングベース千里浜 羽咋市 株式会社能登風土



別紙 特定居住拠点施設に関する事項

No 拠点施設の区分 施設の内容 所在地 整備主体 備考

8-1 交流促進施設
つどいの森かほっくるプラス
（コワーキングカフェ）

かほく市 かほく市

9-1 交流促進施設 白山市民交流センター 白山市 白山市

10-1 交流促進施設 能美シーサイドプレイパーク 能美市 能美市

10-2 交流促進施設 能美市市民協働まちづくりセンター 能美市 能美市

11-1 交流促進施設 にぎわいの里ののいち カミーノ 野々市市 野々市市

12-1 交流促進施設 川北町文化センター 川北町 川北町

13-1 交流促進施設 津幡町文化会館「シグナス」 津幡町 津幡町

14-1 交流促進施設 内灘町産業支援センターUMI⁺ 内灘町 内灘町

15-1 交流促進施設 学生交流拠点施設「富来学舎」 志賀町 志賀町

16-1 宿泊施設 暮らし体験の家 宝達志水町
宝達志水町

定住促進協議会

17-1 交流促進施設
中能登町生涯学習センター「ラピア
鹿島」

中能登町 中能登町

18-1 交流促進施設 のとふれあい文化センター 穴水町
一般財団法人穴水町
文化・スポーツ
振興事業団

19-1 事務所
真脇ポーレポーレ
（コワーキングスペース）

能登町
能登町

（運営：株式会社能登
町ふれあい公社）

19-2 交流促進施設 NOTO CROSS PORT 能登町
一般社団法人

能登町定住促進協議会
（R7.4.1～）

再整備中



特定居住重点地区 ※金沢市の特定居住重点地区は市街化区域と同一とする。

【凡例】

●拠点施設

市街化区域

金沢市全体図

1-2

1-3

1-1

金沢市



特定居住重点地区

【凡例】

●拠点施設

■■■給水区域

七尾市全体図

※七尾市の特定居住重点地区は給水区域と同一とする。

2-1

2-2

七尾市



特定居住重点地区

【凡例】

●拠点施設

市街化区域

※小松市の特定居住重点地区は市街化区域と同一とする。

小松市全体図

小松市
3-1

3-2



特定居住重点地区

【凡例】

●拠点施設

■都市計画区域

※輪島市の特定居住重点地区は都市計画区域と同一とする。

輪島市全体図

輪島市

4-1



特定居住重点地区

【凡例】

●拠点施設

■給水区域

※珠洲市の特定居住重点地区は給水区域と同一とする。

珠洲市全体図

珠洲市

5-4、5-5 5-3

5-6、5-7
5-2

5-8

5-1



特定居住重点地区

【凡例】

●拠点施設

給水区域

※加賀市の特定居住重点地区は給水区域と同一とする。

加賀市全体図

加賀市

6-1

6-2



特定居住重点地区

【凡例】

●拠点施設

■■給水区域

羽咋市全体図

羽咋市

※羽咋市の特定居住重点地区は給水区域と同一とする。

7-2

7-1



特定居住重点地区

【凡例】

●拠点施設

■都市計画区域

かほく市全体図かほく市

8-1

※かほく市の特定居住重点地区は都市計画区域と同一とする。



特定居住重点地区 ※白山市（松任・美川・鶴来地域）の特定居住重点地区は市街化区域と同一とする。

白山市全体図

白山市

9-1

【凡例】

●拠点施設

市街化区域



特定居住重点地区

給水区域は簡易水道区域、専用水道、
その他水道区域とする。

※白山市（山ろく地域）の特定居住重点地区は給水区域と同一とする。

白山市全体図

白山市



特定居住重点地区

【凡例】

●拠点施設

■都市計画区域

※能美市の特定居住重点地区は都市計画区域と同一とする。

能美市全体図

能美市

10-1

10-2



特定居住重点地区

【凡例】

●拠点施設

市街化区域

※野々市市の特定居住重点地区は市街化区域と同一とする。

野々市市全体図

野々市市

11-1



特定居住重点地区

【凡例】

●拠点施設

※川北町の特定居住重点地区は川北町総合計画（土地利用の方針）における田園居住ゾーン、産業振興ゾーンと同一とする。

川北町全体図

川北町

12-1



特定居住重点地区

【凡例】

●拠点施設

■都市計画区域

津幡町全体図
津幡町

13-1

※津幡町の特定居住重点地区は都市計画区域と同一とする。



特定居住重点地区

【凡例】

●拠点施設

市街化区域

※内灘町の特定居住重点地区は市街化区域と同一とする。

内灘町

内灘町全体図

14-1



特定居住重点地区

【凡例】

●拠点施設

■都市計画区域

※志賀町の特定居住重点地区は都市計画区域と同一とする。

志賀町全体図

志賀町

15-1



特定居住重点地区

【凡例】

● 拠点施設

所司第１配水系

所司第２配水系

走入配水系

見砂配水系

第１配水系

第２配水系

低区配水系

高区配水系

森本配水系

給水区域は上記の配水系とする。

※宝達志水町の特定居住重点地区は給水区域と同一とする。

宝達志水町全体図宝達志水町

16-1



特定居住重点地区 ※中能登町の特定居住重点地区は給水区域と同一とする。

中能登町全体図

中能登町

17-1

給水区域は上記の
配水区域とする



特定居住重点地区

【凡例】

●拠点施設

■都市計画区域

※穴水町の特定居住重点地区は都市計画区域と同一とする。

穴水町全体図穴水町

18-1



特定居住重点地区

【凡例】

●拠点施設

■給水区域

※能登町の特定居住重点地区は給水区域と同一とする。

能登町全体図

能登町

19-119-2
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